
60

60

60

ADL維持等
加算Ⅱ(月

額)

60

60

60

60

60

ADL維持等
加算Ⅱ(月

額)

60

60

60

60

60

ADL維持等
加算Ⅱ(月

額)

60

60

60

60

60

ADL維持等
加算Ⅱ(月

額)

60

60

60

60

60

ADL維持等
加算Ⅱ(月

額)

60

60

食　費 居住費
およそ1日
の利用料

第1段階 573 12 12 40 36

基　本
サービス費

看護体制
加算Ⅰ・Ⅱ

個別機能
訓練加算Ⅰ

科学的介護
推進体制加
算Ⅰ(月額)

日常生活
支援加算

夜勤職員
配置加算Ⅱ

栄養マネジ
メント強化

加算

介護職員
処遇改善
加算Ⅰ

介護職員等
特定処遇

改善加算Ⅰ

1,337

第2段階 573 12 12 40 36 13 11

13 11 300 320

390 420 1,527

40 36 13 11

13 11 650 820第3段階① 573 12 12 40 36

3,333

要介護1

およそ30日
の利用料

40,212

45,912

87,012

13 11 1,445 1,171第4段階 573 12 12 40 36

1,360 820 2,897

2,187

第3段階② 573 12 12

介護職員
処遇改善
加算Ⅰ

介護職員等
特定処遇

改善加算Ⅰ
食　費 居住費

およそ1日
の利用料

要介護2

基　本
サービス費

看護体制
加算Ⅰ・Ⅱ

個別機能
訓練加算Ⅰ

科学的介護
推進体制加
算Ⅰ(月額)

日常生活
支援加算

夜勤職員
配置加算Ⅱ

栄養マネジ
メント強化

加算

36

390 420 1,603

1,413

第2段階 641 12 12 40 36 13 11

13 11 300 320第1段階 641 12 12 40 36

40 36

1,360 820 2,973 89,276

2,263

第3段階② 641 12 12 40 36 13 11

13 11 650 820第3段階① 641 12 12 40

栄養マネジ
メント強化

加算

介護職員
処遇改善
加算Ⅰ

介護職員等
特定処遇

改善加算Ⅰ
食　費 居住費

およそ1日
の利用料

3,409

要介護3

基　本
サービス費

看護体制
加算Ⅰ・Ⅱ

個別機能
訓練加算Ⅰ

科学的介護
推進体制加
算Ⅰ(月額)

日常生活
支援加算

夜勤職員
配置加算Ⅱ

13 11 1,445 1,171

所定
単位数

×
加算率
2.7％

第4段階 641 12 12

300 320 1,491

第2段階 712 12 12 40

第1段階 712 12 12 40 36 13 11

820 2,341

420 1,681

第3段階① 712 12 12 40 36 13

36 13 11 390

712 12 12 40 36 13 11

11 650

1,171 3,487

要介護4

基　本
サービス費

看護体制
加算Ⅰ・Ⅱ

個別機能
訓練加算Ⅰ

科学的介護
推進体制加
算Ⅰ(月額)

日常生活
支援加算

36 13 11 1,445

所定
単位数

×
加算率
8.3％

所定
単位数

×
加算率
2.7％ 1,360 820 3,051

第4段階 712 12 12 40

第3段階②

300 320 1,567

およそ1日
の利用料

第1段階 780 12 12 40 36 13 11

夜勤職員
配置加算Ⅱ

栄養マネジ
メント強化

加算

介護職員
処遇改善
加算Ⅰ

介護職員等
特定処遇

改善加算Ⅰ
食　費 居住費

11 390 420第2段階 780 12 12 40 36

3,127

第4段階 780 12 12 40 36 13 11

13 11 1,360 820第3段階② 780 12 12 40 36

要介護5

基　本
サービス費

看護体制
加算Ⅰ・Ⅱ

個別機能
訓練加算Ⅰ

科学的介護
推進体制加
算Ⅰ(月額)

1,445 1,171 3,563

所定
単位数

×
加算率
8.3％

所定
単位数

×
加算率
2.7％

650 820 2,417

1,757

第3段階① 780 12 12 40 36 13 11

13

11 300 320 1,641

居住費
およそ1日
の利用料

第1段階 847 12 12 40 36 13

日常生活
支援加算

夜勤職員
配置加算Ⅱ

栄養マネジ
メント強化

加算

介護職員
処遇改善
加算Ⅰ

介護職員等
特定処遇

改善加算Ⅰ
食　費

390 420 1,831

第3段階① 847 12 12 40

第2段階 847 12 12 40 36 13 11

11 1,360 820 3,201

820 2,491

第3段階② 847 12 12 40 36 13

36 13 11 650

【各種サービス利用にともなう料金】

※電化製品(テレビ、冷蔵庫、電気毛布など生活必需品以外)　1日1品　30円

※生活必需品電気製品(髭剃り、加湿器等)　　無料

※レクリエーション、行事など費用のかかる場合は実費

※上記金額はあくまで目安です。今後、料金が変更になる場合がございます。

（2号館個室）　特別養護老人ホームなのりの杜2号館（従来型個室）
要介護状態別・所得段階による1ヶ月の標準的な利用者負担額の目安

所定
単位数

×
加算率
8.3％

所定
単位数

×
加算率
2.7％

所定
単位数

×
加算率
8.3％

1,445 1,171 3,637

所定
単位数

×
加算率
8.3％

所定
単位数

×
加算率
2.7％

第4段階 847 12 12 40 36 13

※令和4年4月現在

11

およそ30日
の利用料

49,336

55,036

74,836

96,136

109,216

104,721

およそ30日
の利用料

47,105

52,805

72,605

93,905

106,985

102,356

およそ30日
の利用料

44,841

50,541

70,341

91,641

65,712

100,092

およそ30日
の利用料

42,476

48,176

67,976



その他、次のような場合は実費相当額を徴収いたします。
入居者の希望により、①入場料や参加料が必要な行事・イベント等に参加された場合。
　　　　　　　　　　②クラブ活動等で、材料費が必要になった場合。
　　　　　　　　　　③個別に趣味・嗜好品を用意・提供し、それに費用を要した場合等。

社会福祉法人みやぎ会

令和4年4月

2.　ユニット型介護福祉施設サービス費(下記は1割負担の場合)

※介護保険のサービスを利用した場合、所得に応じてサービスにかかった費用の1割または2割のご負担をいただきます。(平
成30年8月から現役並みの所得がある方は3割になります)

1.　介護保険負担限度額・食費・居住費の費用

負担限度額認定区分

　◎世帯全員が市町村民税非課税者
　◎老齢福祉年金受給者
　◎生活保護受給者

　◎世帯全員が市町村民税非課税者
　◎公的年金収入額と合計所得金額の合計が
　　80万円以下

　◎世帯全員が市町村民税非課税者
　◎公的年金収入額と合計所得金額の合計が
　　80万円超120万円以下

　◎世帯全員が市町村民税非課税者
　◎公的年金収入額と合計所得金額の合計が
　　120万円超

　◎第1～3段階以外

食費居住費

第1段階

第2段階

第3段階①

第3段階②

第4段階 1,171円／日 1,445円／日

（2号館個室）　特別養護老人ホーム　なのりの杜2号館　利用料金表

320円／日 300円／日

420円／日 390円／日

820円／日 650円／日

820円／日 1,360円／日

要介護認定区分

基本的な加算

36円／日

要介護5

847円/日

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4

573円/日 641円/日 712円/日 780円/日

日常生活支援加算

加
　
算

1,280円／日

680円／日

680円／日

栄養マネジメント強化加算 11円／日

ADL維持等加算(Ⅱ) 60円／月

看護体制加算(Ⅰ)ロ

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×加算率8.3％

4円／日

看護体制加算(Ⅱ)ロ 8円／日

夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ 13円／日

科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40円／月

個別機能訓練加算(Ⅰ) 12円／日 安全対策体制加算 20円／入所時に1回

(注1)　入居日から30日以内の期間に算定。30日を越える入院後の再入居も同様

(注2)　月6日を限度として算定。(病院または診療所への入院を要した場合及び居宅における外泊を認めた場合

前4～30日

前31～45日

3.　その他

区分

基本サービス費

144円／日

72円／日

初期加算(注1)

入院・外泊加算(注2)

療養食加算(注3)

口腔衛生管理加算(注4)

看取り介護
加算(注5)

逝去日

前日

前々日

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×加算率2.7％

算定する場合がある加算

30円／日

246円／日

18円／日

90円／月

2,000円～／回

30円／1日1台

無料

(注3)　入居者の病状等に応じて、主治の医師より疾患治療の直接手段として発行された食事せんに基づき、

(注4)　歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入居者に対し、口腔ケアを月2回以上おこなった場合。

(注5)　看取り介護を希望され、看取り介護計画書に基づき看取り介護が提供された場合。

　　　 厚生労働大臣が定める者等に示された療養食が提供された場合。

実　　費特別な食事の費用（入居者の希望によるもの）

理美容代

電気代（テレビ、ラジオ、電気毛布など生活必需品以外）

生活必需品電気製品（髭剃り、加湿器等）


